
枚方京田辺環境施設組合個人情報保護条例 

平成２８年７月１日 

条例第７号 

               改正 平成２８年１１月１４日条例第２５号 

               改正 令和５年３月８日条例第１号 

（目的） 

第１条 この条例は、枚方京田辺環境施設組合（以下「組合」という。）が保有

する個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるほか、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、

法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）で

使用する用語の例による。 

２ この条例において「実施機関」とは、法第２条第１１項第２号に規定する

地方公共団体の機関のうち、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行

政法人と相互に連携を図りながら協力し、あらゆる施策を通じて個人情報の

保護に努めなければならない。 

２ 実施機関は、法及びこの条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関

し必要な措置を講じなければならない。 

３ 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情

報を漏らしてはならない。 

（適正な管理） 

第４条 実施機関は、法第６６条の規定により、保有個人情報の漏えい、滅失

又は毀損の防止その他保有個人情報の適切な管理のために次に掲げる措置を

講じなければならない。 

（１） 個人情報の適切な管理体制及び関係規程の整備その他管理に関する

措置 



（２） 個人情報を取り扱う職員に対する研修その他教育に関する措置 

（３） 情報システム（コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で

構成され、情報処理を行う仕組みをいう。）で取り扱う保有個人情報の

安全確保に関する措置 

（４） 前各号に掲げるもののほか必要かつ適切な措置 

２ 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに適正

かつ確実な方法により廃棄し、又は消去するものとする。 

３ 実施機関は、実施機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者、指定管理

者その他の法第６６条第２項各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う

場合に、適切な個人情報の取扱い及び安全管理に関する措置が講じられるよ

う必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（個人情報ファイル簿の作成、公表等） 

第５条 実施機関は、保有する個人情報ファイルのうち、法第７４条第２項第

９号に該当するものについても、個人情報ファイル簿を作成し、その運用状

況を公表しなければならない。 

２ 実施機関は、新たに個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらか

じめ、管理者に届け出なければならない。個人情報ファイルの保有をやめ、

又は届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

（開示請求に対する決定等） 

第６条 実施機関は、法第８３条第１項の規定にかかわらず、法第７７条第１

項に規定する書面（以下「開示請求書」という。）を受け付けたときは、受け

付けた日の翌日から起算して１４日以内に、当該開示請求に係る保有個人情

報を開示する旨（法第７９条第１項又は第２項の規定により、当該開示請求

に係る保有個人情報の一部を開示することとする旨の決定を含む。以下同じ

。）又は開示しない旨（開示請求に係る保有個人情報が存在しない場合及び法

第８１条の規定により保有個人情報の存否の応答を拒否する場合を含む。）

の決定をし、開示請求者に速やかに書面により通知しなければならない。た

だし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補

正に要した日数は、当該期間に参入しない。 

２ 実施機関は、前項の規定により保有個人情報の全部又は一部を開示しない



旨の決定をしたときは、その理由を付記しなければならない。 

３ 実施機関は、法第７６条第２項の規定により、開示請求に係る保有個人情

報の本人（以下この項において「本人」という。）の委任による代理人（以下

「任意代理人」という。）から開示請求があった場合において、法第７７条第

２項に規定する本人の任意代理人であることを示す書類が提出されたときは

、規則で定める場合を除き、本人に対して確認書を送付することにより、本

人の意思を確認するものとする。 

４ 実施機関は、法第８６条第１項又は第２項の規定により、開示請求に対す

る決定等について開示請求者以外の者又は実施機関以外の者から意見を聴い

た場合、第１項の規定による決定後、直ちに、当該決定の内容について当該

開示請求者以外の者又は当該実施機関以外の者に書面により通知しなければ

ならない。 

５ 実施機関は、公表することを目的として作成し、又は取得した保有個人情

報その他の明らかに開示することができる保有個人情報であって、実施機関

が開示請求書の提出を要しないと認めたときは、速やかに開示の請求に係る

保有個人情報を法第８７条第１項及び第８条第１項に規定する方法により開

示するものとする。 

（開示の方法） 

第７条 実施機関は、第６条第１項の規定による通知により指定する日時及び

場所において、閲覧又は写しの交付若しくは送付により保有個人情報の開示

を行うものとする。 

２ 実施機関が指定する日時及び場所において保有個人情報の開示を受ける者

は、法第７７条第２項に規定する開示請求に係る保有個人情報の本人又は未

成年者若しくは成年被後見人の法定代理人（以下「法定代理人」という。）若

しくは任意代理人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければなら

ない。 

３ 実施機関は、写しを送付する方法により保有個人情報の開示を行う場合は

、開示請求書に記載されている住所又は居所に当該保有個人情報の写しを送

付しなければならない。 

（訂正及び利用停止の請求） 



第８条 何人も、実施機関が保有する自己の保有個人情報の内容が事実でない

と思料するときは、法第９０条第１項及び第３項の規定にかかわらず、当該

実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正の請求をすることができる。 

２ 何人も、実施機関が保有する自己の保有個人情報が法第９８条第１項各号

のいずれかに該当すると思料するときは、同項及び同条第３項の規定にかか

わらず、当該実施機関に対し、当該各号に定める利用の停止、消去又は提供

の停止（以下「利用停止」という。）の措置を請求することができる。 

３ 法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって第１項に規定する訂正又は

前項に規定する利用停止の請求をすることができる。 

４ 法第９１条第１項の規定による訂正請求を行う場合における同項第２号の

規定の適用にあっては、同号中「訂正請求に係る保有個人情報の開示を受け

た日その他当該保有個人情報」を「訂正請求に係る保有個人情報」と、法第

９９条第１項の規定による利用停止を行う場合における同項第２号の規定の

適用にあっては、同号中「利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた

日その他当該保有個人情報」を「利用停止請求に係る保有個人情報」と読み

替えるものとする。 

（訂正及び利用停止の請求における意見聴取） 

第９条 実施機関は、法第９３条第１項若しくは第２項の規定により訂正請求

に対する決定をする場合又は法第１０１条第１項若しくは第２項の規定によ

り利用停止請求に対する決定をする場合であって、当該実施機関以外の者と

の間における協議、協力等により作成し、又は取得した保有個人情報がある

ときは、あらかじめ当該実施機関以外の者の意見を聴くことができる。 

（是正の申出） 

第１０条 何人も、自己の個人情報が含まれる個人情報ファイルの取扱いが不

適正であると思料するときは、当該個人情報ファイルを保有する実施機関に

対し、その取扱いの是正を申し出ることができる。 

２ 法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって、前項の規定による申出を

することができる。 

（是正の申出の方法） 

第１１条 前条に規定する是正の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる



事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。 

（１） 申出を行う者の氏名及び住所又は居所 

（２） 個人情報ファイルの取扱いを特定するために必要な事項 

（３） 個人情報ファイルの取扱いの内容及び是正を求める内容 

（４） 前３号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項 

２ 第８条第２項の規定は、前項の申出書の提出について準用する。 

３ 実施機関は、是正の申出をした者が提出した申出書その他の書類に形式上

の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めること

ができる。 

（是正の申出に対する措置等） 

第１２条 実施機関は、前条に規定する是正の申出書の提出があったときは、

速やかに必要な調査を行った上で、当該是正の申出に対する処理を行い、そ

の結果（当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、そ

の理由を含む。）を当該是正の申出をした者に対し、書面により通知しなけれ

ばならない。 

２ 実施機関は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、

枚方京田辺環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」と

いう。）の意見を聴くことができる。 

３ 是正の申出に対する処理を行ったときは、審査会に報告しなければならな

い。 

（費用負担） 

第１３条 保有個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求及び是正の申出

に係る手数料は、無料とする。ただし、写しの交付に要する実費については

、写しの交付を受ける者の負担とする。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定にかかわらず、写しの交付により保有個

人情報の開示を受ける者について経済的困難その他特別の理由があると認

めるときは、規則で定めるところにより、当該写しの作成に要する費用を減

額し、又は免除することができる。 

（審査請求があったときの審査会への諮問） 

第１４条 法第１０５条第３項の規定により読み替えた場合における同条第１



項に規定する行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第１項又

は第２項の機関は、審査会とする。 

（審査会への諮問） 

第１５条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情

報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが

特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。 

（１） この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 

（２） 法第６６条第１項及び第４条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準

を定めようとする場合 

（３） 個人情報保護や情報セキュリティ上のインシデントが生じた場合で、

審査会の委員の知見並びに専門的技術及び知識のある者の意見聴取を

踏まえた審議が必要という合理的な判断がある場合 

（４） 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めよう

とする場合その他管理者が必要と認める場合 

（運用状況の公表） 

第１６条 管理者は、毎年度１回、実施機関におけるこの条例の運用状況を取

りまとめ、これを公表するものとする。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の枚方京田辺環境施設組合個人情報保護条例（以下

「旧条例」という。）第３条第３項及び第４条の規定については、この条例の

施行の日以後も、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前に旧条例第１３条又は第２０条の規定による請求が

された場合における個人情報の開示その他の手続については、なお従前の例

による。 

４ この条例の施行の日前に実施機関の職員若しくは職員であった者又は旧条



例第１１条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な

理由がないのに、個人の秘密に属する個人情報が記録された電磁的記録であ

って、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用

いて検索することができるように体系的に構成したもの（その全部又は一部

を複製し、又は加工したものを含む。）を外部提供したときの罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 

５ この条例の施行の日前に前項に規定する者が、その取扱事務に関して知り

得た個人情報であって、公文書に記録されたものを自己若しくは第三者の不

正な利益を図る目的で外部提供し、又は盗用したときの罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

６ この条例の施行の日前に実施機関の職員であった者がその職権を濫用して、

専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する個人情報が記

録された文書、図画、写真又は電磁的記録を収集したときの罰則の適用につ

いては、なお従前の例による。 

７ この条例の施行の日前に、旧条例第１１条の受託業務に従事している者又

は従事していた者が、その業務に関して知り得た個人の秘密に属する個人情

報を漏らしたときの罰則の適用については、なお従前の例による。 

８ この条例の施行の日前に旧条例第１１条第１項に規定する受託者の代表者

又は法人等若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等又は

人の業務に関し、附則第４項、第５項又は第７項の規定に違反したときは、

行為者を罰するほか、その法人等又は人に対し、当該各項に規定する罰金に

処する。 

９ この条例の施行の日以後において、偽りその他不正の手段によって、附則

第３項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例第１８条又は第

２２条に規定する決定により開示を受けた者は、５万円以下の罰金に処する。 

１０ この条例の施行の日前にした旧条例に規定する違反行為の処罰について

は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例による。 

（枚方京田辺環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

１１ 枚方京田辺環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例（平成２８

年枚方京田辺環境施設組合条例第８号）の一部を次のように改正する。 



第１条中「平成２８年枚方京田辺環境施設組合条例第７号」を「令和５年

枚方京田辺環境施設組合条例第１号」に改め、第２条及び第３条を次のよう

に改める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 実施機関 情報公開条例第２条第１号及び個人情報保護条例第２条第

３号に規定する実施機関をいう。 

（２） 情報公開に係る審査請求 情報公開条例第１４条に規定する審査請求

をいう。 

（３） 個人情報に係る審査請求 個人情報保護条例第６条に規定する開示請

求に対する決定等又は第８条に規定する訂正及び利用停止の請求若しく

は第１０条に規定する是正の申出に係る不作為についての審査請求をい

う。 

（４） 諮問庁 情報公開に係る審査請求にあっては、情報公開条例第１４条

に規定する枚方京田辺環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会に諮

問した同条例第２条第１号に規定する実施機関を、個人情報に係る審査

請求にあっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号。以下「個人情報保護法」という。）第１０５条第３項において読み替

えられた同条第１項の規定による諮問をした個人情報保護条例第２条第

２項に規定する実施機関をいう。 

（５） 公文書 情報公開条例第２条第２項に規定する公文書をいう。 

（６） 個人情報 個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。 

（所掌事務） 

第３条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 情報公開及び個人情報に係る審査請求について、実施機関の諮問に応

じて調査審議し、答申すること。 

（２） 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に係る重要事項について、

調査審議すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、個人情報保護法の規定によりその権限に



属する事項を処理すること。 

第６条第１項中「審査請求に係る事件について諮問をした実施機関（以下

「諮問庁」という。）」を「諮問庁」に改める。 

（枚方京田辺環境施設組合情報公開条例の一部改正） 

１２ 枚方京田辺環境施設組合情報公開条例（平成２８年枚方京田辺環境施設

組合条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２号に次のように加える。 

オ 死者に関する情報であって、当該死者の死亡の当時配偶者（婚姻

の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）であった者又は当該死者の子若しくは父母（以下こ

の条において「配偶者等」という。）から開示請求があったもの 

カ 死者に関する情報であって、当該死者の配偶者等以外の利害関係

者の当該利益に関するもののうち、実施機関が第１４条に規定する

枚方京田辺環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴

いた上で必要があると認めるもの 

 

 

 

 


